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住
民
税
申
告
・
確
定
申
告
時
の
持
物

・
申
告
書（
事
前
に
届
い
て
い
る
方
）・
印
鑑(

ゴ

ム
印
以
外
。
認
印
可)

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
な

ど
の
番
号
確
認
書
類
と
運
転
免
許
証
な
ど
の
身

元
確
認
書
類(

確
定
申
告
の
場
合
は
写
し
の
提

出
が
必
要
）

・
令
和
２
年
中
の
収
入
を
証
明
す
る
も
の(

源

泉
徴
収
票
、
収
支
内
訳
書
等)

・
前
年
分
の
確
定
申
告
書
の
控
え

・
所
得
税
等
の
還
付
の
場
合
は
、
金
融
機
関
の

通
帳
な
ど
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の

各
控
除
を
受
け
る
場
合

・
控
除
証
明
書(

国
民
年
金
保
険
料
、
生
命
保

険
料
、
地
震
保
険
料)

・
医
療
費
控
除
の
明
細
書
、セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー

シ
ョ
ン
税
制
の
明
細
書(

領
収
書
の
添
付
に
よ

り
控
除
を
適
用
す
る
経
過
措
置
は
終
了
し
ま
し

た
。
領
収
書
は
ご
自
宅
で
５
年
間
の
保
管
義
務

が
あ
り
ま
す)

・
社
会
保
険
料
な
ど
の
領
収
書

・
寄
付
金
証
明
書

・
身
体
障
害
者
手
帳
や
愛
の
手
帳
・
障
害
者
控

　

除
対
象
者
認
定
書

・
配
偶
者
の
所
得
が
明
ら
か
に
な
る
資
料

青
梅
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

確
定
申
告
は
所
得
税
（
国
税
）
の
申
告
で
す

　

令
和
２
年
分
の
確
定
申
告
書
の
提
出
と
納
税

の
期
間
は
次
の
と
お
り
で
す
。

所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税

期
間　

２
月
16
日
(火)
〜
３
月
15
日
(月)

※
還
付
申
告
書
は
２
月
15
日
(月)
以
前
で
も
提

出
で
き
ま
す
。

個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

期
間　

１
月
４
日
(月)
〜
３
月
31
日
(水)

青
梅
税
務
署
で
の
受
付
・
相
談

開
設
期
間　

２
月
16
日
(火)
〜
３
月
15
日
(月)

　
　
　
　
　
　
（
土
日
、
祝
日
を
除
く
）

受
付
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４
時

　
　
　
　
　
（
提
出
は
午
後
５
時
ま
で
）

相
談
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

・
申
告
会
場
の
入
場
に
は
「
入
場
整
理
券
」
が

必
要
で
す
。
な
お
、
入
場
整
理
券
の
配
布
状
況

に
応
じ
て
受
付
を
早
め
に
締
め
切
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
入
場
整
理
券
は
、
当
日
、
会

場
で
配
布
す
る
ほ
か
、LIN

E

ア
プ
リ
で
事
前

に
入
手
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。LIN

E
ア
プ

リ
で
の
事
前
発
行
で
は
、
国
税
庁LIN

E
公
式

ア
カ
ウ
ン
ト
を
「
友
だ
ち
追
加
」
し
て
い
た
だ

く
こ
と
で
、
日
時
指
定
の
入
場
整
理
券
の
入
手

が
可
能
で
す
。

・
２
月
１
日
(月)
〜
３
月
15
日
(月)
ま
で
の
間
は
、

青
梅
税
務
署
の
駐
車
場
は
使
用
で
き
ま
せ
ん

(

身
体
障
害
者
用
車
両
は
除
く)

。
河
辺
駅
北

口
の
イ
オ
ン
ス
タ
イ
ル
河
辺
の
駐
車
場
か
公
共

交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・
土
日
、
祝
日
の
申
告
受
付
は
行
っ
て
い
ま
せ

ん
。
２
月
21
日
(日)
と
２
月
28
日
(日)
に
限
り
立
川

税
務
署
で
申
告
書
の
作
成
・
提
出
を
受
け
付
け

ま
す
。

主
な
税
制
改
正
に
つ
い
て

　

令
和
２
年
分
確
定
申
告
よ
り
以
下
の
控
除
が

改
正
ま
た
は
創
設
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

改
正　

青
色
申
告
特
別
控
除
、
寡
婦
（
夫
）
控

除
及
び
基
礎
控
除
、
給
与
所
得
控
除
及
び
公
的

年
金
等
控
除

創
設

ひ
と
り
親
控
除
、
所
得
金
額
等
調
整
控
除

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
活
用

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書
等
作

成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
所
得
税
・
復
興
特
別
所

得
税
・
贈
与
税
・
個
人
事
業
者
の
消
費
税
・
地

方
消
費
税
の
確
定
申
告
や
青
色
申
告
決
算
書
な

ど
が
作
成
で
き
ま
す
。
作
成
し
た
申
告
書
な
ど

は
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
「
書
面
」
で
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、e-Tax

（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式
又
は
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド

方
式
）
を
利
用
し
て
送
信(

提
出)

す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
ま
た
、「
所
得
税
及
び
復
興
特

別
所
得
税
の
確
定
申
告
の
手
引
き
」
や
申
告
書

の
用
紙
な
ど
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

災
害
を
受
け
た
場
合
の
税
務
手
続
等
に
つ
い
て

　

災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
申

告
期
限
の
延
長
や
納
税
の
猶
予
な
ど
、
申
告
・

納
税
等
に
係
る
手
続
等
が
あ
り
ま
す
の
で
、
状

況
が
落
ち
着
き
ま
し
た
ら
税
務
署
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

に
せ
税
理
士
・
に
せ
税
理
士
法
人
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

税
理
士
で
な
い
の
に
、
税
理
士
業
務
を
行
っ

て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
に
せ
税
理
士
に
税
理
士
業

務
を
依
頼
し
た
場
合
、
不
測
の
損
害
を
受
け
た

り
、
後
々
ま
で
税
務
上
の
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
と

な
る
お
そ
れ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

問　

町
・
都
民
税
申
告
に
関
す
る
こ
と

　
　

税
務
課
住
民
税
係
☎
042(

588)

４
１
０
５

　
　

所
得
税
、
確
定
申
告
に
関
す
る
こ
と

　
　

青
梅
税
務
署
☎
０
４
２
８(

22)

３
１
８
５

介
護
保
険
と
申
告

　

介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
額
や
保
険
料
な
ど

は
、
所
得
税
・
住
民
税
の
申
告
の
際
に
、
所
得

控
除
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

障
害
者
控
除

次
の
要
件
す
べ
て
に
該
当
し
、
一
定
の
基
準

を
満
た
し
て
い
る
方
へ
「
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
」を
発
行
し
ま
す(

申
請
が
必
要
で
す)

。

○
65
歳
以
上
の
方

○
要
介
護(

１
〜
５)

認
定
さ
れ
て
い
る
方

○
障
害
者
手
帳
を
交
付
さ
れ
て
い
な
い
方

○
本
認
定
を
申
請
す
る
方
、
も
し
く
は
そ
の
方

を
扶
養
し
て
い
る
方
が
課
税
さ
れ
て
い
る

※
住
所
地
特
例
の
方
は
申
請
受
付
窓
口
が
保
険

保
険
・
年
金
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者(
他
区
市
町
村)

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

寝
た
き
り
の
方
の
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

　

傷
病
に
よ
り
お
お
む
ね
６
カ
月
以
上
寝
た
き

り
で
あ
り
、
医
師
の
治
療
を
受
け
て
い
る
方
の

お
む
つ
代
は
、
医
師
に
よ
る
治
療
を
受
け
る
た

め
の
直
接
必
要
な
費
用
と
し
て
、
医
療
費
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
申
告
に
は
医
師
の
発
行
し
た
「
お
む
つ
使
用

認
定
証
」と
お
む
つ
代
の
領
収
証
が
必
要
で
す
。

　

２
年
目
以
降
で
、
介
護
認
定
さ
れ
て
い
る
方

は
、
主
治
医
意
見
書
の
内
容
を
確
認
し
、
町
よ

り
「
主
治
医
意
見
書
の
確
認
書
」
を
発
行
し
ま

す(

申
請
が
必
要
で
す)

居
宅
サ
ー
ビ
ス
・
施
設
サ
ー
ビ
ス
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

対
価
の
医
療
費
控
除

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
金
は
、
医

療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
や
医

療
費
控
除
と
な
る
金
額
に
ご
不
明
な
点
が
あ

る
場
合
は
、
税
務
課
住
民
税
係
☎
042(

588
）

４
１
０
５
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
に
よ
り
補
て
ん

さ
れ
た
分
は
差
し
引
い
て
計
算
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

社
会
保
険
料
控
除
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
料
は
健
康
保
険
や
年
金
と
同
様
に

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。

■
特
別
徴
収
の
方

　

日
本
年
金
機
構
な
ど
か
ら
送
ら
れ
る
源
泉
徴

収
票
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■
普
通
徴
収
の
方

　

税
務
課
納
税
係
☎
042(

588)

４
１
０
７
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
※
申
告
で
き
る
方
は

実
際
に
保
険
料
を
納
め
た
方
で
す
。

問　

い
き
い
き
健
康
課
介
護
保
険
係

　
　

☎
042(

588
）
５
４
１
０

　

産
前
産
後
期
間
の
免
除
は
、「
保
険
料
を
免

除
さ
れ
た
期
間
」
も
保
険
料
を
納
付
し
た
も
の

と
し
て
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
に
反
映
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、
産
前
産
後
期
間
の
保
険
料
を
前

納
し
て
い
る
場
合
は
、
全
額
還
付
（
返
金
）
さ

れ
ま
す
。

　

出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か
ら
届
け
出
が
で

き
ま
す
。

対
象
者　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
（
出
産

日
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以
降
に
限
る
）

手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
年
金
手
帳
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の

・
母
子
手
帳

・
本
人
確
認
書
類
（
例
：
運
転
免
許
証
等
）

申
請
先

日
の
出
町
役
場
ま
た
は
青
梅
年
金
事
務
所

問　

町
民
課
保
険
年
金
係
☎
042(

588)

４
１
１
０

番
号
等
の
個
人
情
報
を
答
え
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ご
不
明
な
点
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
お
近
く

の
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

青
梅
年
金
事
務
所

　
　

☎
０
４
２
８(

30)

３
４
１
０

年
金
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

　

年
金
の
専
門
家
（
社
会
保
険
労
務
士
）
に
よ

る
予
約
制
の
個
別
相
談
で
す
。
年
金
に
つ
い
て

気
に
な
る
こ
と
や
不
安
な
こ
と
な
ど
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

１
月
28
日
(木)
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　
　
　
（
正
午
〜
午
後
１
時
は
除
く
）

※
相
談
時
間
は
、
お
お
む
ね
30
分
以
内

場
所　

役
場
１
階
町
民
談
話
室

持
物　

相
談
に
関
す
る
書
類
な
ど

申
込　

町
民
課
保
険
年
金
係
へ
電
話

問　

町
民
課
保
険
年
金
係
☎
042(
588)

４
１
１
０

国
民
年
金
保
険
料
の
産
前
産
後
期
間
の
免
除
制
度

　

本
制
度
は
、
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が

属
す
る
月
の
前
月
か
ら
４
カ
月
間
の
国
民
年
金

保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
制
度
で
す
。
多
胎
妊
娠

の
場
合
は
、
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属

す
る
月
の
３
カ
月
前
か
ら
６
カ
月
間
の
国
民
年

金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
出
産
と
は
、
妊
娠
85
日(

４
カ
月)

以
上
の
出
産
を
い
い
ま
す(

死
産
、
流
産
、
早

産
さ
れ
た
方
も
含
み
ま
す)

。

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
に

便
乗
し
た
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
に
便
乗
し
、

厚
生
労
働
省
、
日
本
年
金
機
構
ま
た
は
市
区
町

村
の
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら
、「
年
金
生
活
者

支
援
給
付
金
の
振
込
口
座
が
使
え
な
い
た
め
、

新
し
い
口
座
番
号
、暗
証
番
号
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
教
え
て
ほ
し
い
。」
と
い
う
不
審
な
電
話
が

か
か
っ
て
き
た
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
お
よ
び
日
本
年
金
機
構
で
は
、

電
話
で
お
客
様
の
口
座
番
号
、
暗
証
番
号
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
等
を
お
聞
き
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
電
話
が
あ
っ
て
も
、
口
座

第
１
回
ボ
ッ
チ
ャ
ひ
の
で
ち
ゃ
ん
カ
ッ
プ
開
催
！

日
時　

２
月
14
日
(日)  

午
前
９
時
〜
正
午

場
所　

や
ま
び
こ
ホ
ー
ル

対
象　

チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
全
員
が
日
の
出
町
在

住
・
在
学
・
在
勤
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
３

名
か
ら
な
る
チ
ー
ム（
詳
細
は
開
催
要
項
参
照
）

定
員　

６
チ
ー
ム
（
先
着
順
）

持
物　

室
内
用
運
動
靴
・
タ
オ
ル
・
飲
物

※
駐
車
場
の
数
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
な
る
べ
く

徒
歩
ま
た
は
公
共
交
通
機
関
等
で
お
願
い
し
ま
す
。

申
込　

参
加
申
込
書
に
必
要
事
項
を
明
記
し
て

窓
口
・
FAX
042(

597)

６
６
９
８
・　

bunka@
tow
n.hinode.tokyo.jp

で
申
込
▼
開
催
要

項
、
申
込
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
。
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
窓
口
で
も
配
布

し
て
い
ま
す
。

申
込
受
付
期
間　

１
月
４
日
(月)
〜
22
日
(金)

運
営
協
力　

日
の
出
町
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
会

問　

文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
ス
ポ
ー
ツ
振
興
係

　
　

☎
042
（
588
）
５
８
０
６

催

し

日の出町 ひのでちゃん


